
 

 

 

 

 

お客さま各位 

盛 岡 信 用 金 庫 

 

ATMでの地方税統一 QRコード納付の取扱開始について 

 

盛岡信用金庫（理事長 浅沼 晃）は、令和 5年 4月より地方公共団体において開始された全国

統一規格の QR コード（地方税統一 QR コード）による納付業務を、営業店窓口のみで取り扱いを  

行って参りましたが、この度、お客様の利便性向上のため、店舗内に設置している一部 ATM にて    

4月 17日（水）から取り扱いを開始いたします。 

今後も、窓口時間外でも収納可能な新型 ATMを順次導入し、サービスの充実に努めてまいります

ので、引き続きお引き立てを賜りますようお願い申し上げます。 

 

記 

 

１．稼働開始時期および取扱店舗（店舗内 ATM 全 5台） 

・令和 6年 4月 17日（水） 大通支店 

・令和 6年 4月 22日（月） 青山町支店、厨川支店 

・令和 6年 4月 24日（水） 紫波支店、二戸支店 

 

２．稼働時間 

  ・ATM稼働時間であれば納付可能 

 

３．払込方法 

  ・店舗内 ATM：当金庫キャッシュカードおよび現金での納付が可能 

 

４．サービス概要 

・ATM搭載のマルチリーダーに納付書の QRコード部分をかざして読み取り、納付額の払込処理

を現金または口座（盛岡信用金庫のキャッシュカード）から行います。 

  ・読み取らせた納付書は、お客様が ATM納付取引明細書と一緒に持ち帰り保管します。 

・現在、固定資産税・都市計画税・自動車税・軽自動車税の他、納付書に QRコード表示がある

ものが納付可能ですが、今後対象税目は順次拡大される予定です。 

 

以  上 
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【本件に関するお問い合わせ先】 

盛岡信用金庫 事務部事務管理課 

電話番号：０１９-６５２-２４５３ 

お問い合せ時間：平日 9：00～17：00 
〒 0 2 0 - 8 4 6 1 盛岡市中ノ橋通 1 丁目 4 番 6 号 

あ な た の そ ば に  も っ と 身 近 に 


